
 

 

 

人権教育月間  １１月１日～１２月３日 
 白馬中学校の人権教育月間ということで、一年のなかでも特にこの時期には人権について学ぶ

機会を多く設けています。 

１１月１０日の学校開放日には親子人権教室を開催し、保護者の皆さまにも子どもたちと一緒に

講演を聞いていただきました。 

生徒会本部では「ありがとうの花」という、感謝の気持ちを伝えるメッセージを書いて貼る場所

をやまびこホールに設置しています。その感謝の気持ちを伝えるメッセージを誰でも読むことがで

きるようになっていますが、気持ちがあたたかくなるようなメッセージがたくさん貼ってありま

す。感謝の気持ちを直接言葉で伝えることが恥ずかしくてなかなかできない人にとっては良い機会

だと思います。生徒の皆さんは積極的に利用しましょう。相手が喜ぶことをするというのも、人権

を考える上で大切なことですね。 

道徳の授業では人権に関する内容を学習し

ています。例えば、ラインを使っている方は多

いと思いますが、グループラインなどでみんな

が気持ちよく利用するためにはどんなルール

があるといいかを考えました。班毎に「SNSを

お互いに気持ちよく使う３カ条」を話し合って

決めました。「深夜に送らない」「言葉で傷つけ

ないように気を付ける」「自分は何時までしか

SNS を使わないと決める」などが挙げられま

した。また、「違いの違い」という、「あっても

良い違い」と「あってはならない違い」につい

て考える授業も行いました。 

人権とは簡単に言うと「誰もが平等であり、幸せに充実した生活を送ることができる権利」です。

生徒の皆さんは学校生活で友だちの人権を意識して生活できているでしょうか。自分がされて嫌な

ことを人にしないということを常に意識していれば、人権を大切にできる第一歩だと思います。こ

の人権月間中に改めて人権について考え、より良い学校、地域、社会をつくっていきたいですね。 
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後期中間テスト終わる 
１１月１４日（月）、１５日（火）に後期中間テストを実施しました。９月上旬の前期期末テ

スト以来のテストで、前回より範囲も広く内容も難しかったと思います。テストは返却され生徒の

皆さんの手元にあると思いますがどうだったでしょうか。点数が一番気になるところだと思います

が、大切なのは自分が正しく解答できなかったところはどこかということです。その部分をもう一

度復習して確実に理解をしておきましょう。また、授業への取り組みや家庭での学習を継続的にで

きていたかということなども見直すための良い機会です。振り返ってみましょう。 

 

～今後の予定～ 

 

 

★お知らせ★ 

本日、１２月８日（木）～１２月１３日（火）に行う個人懇談会(希望者)の日程表をお配りしました。日程を

ご確認ください。よろしくお願いいたします。（３年生は１２月８日（木）～１２月１５日（木）まで実施） 

日 曜 朝活 １校時 ２校時 ３校時 ４校時 5校時 ６校時 一般 完全 教育活動

28 月 読書
11　A音・B

美・C総 13 12 14 15 16 16:15 16:30

29 火 読書 21 22 23 24 25 26 16:15 16:30

30 水 タイピング 31 32 33 34 人権集会 15:00 15:20 放課後英会話

12月1日 木 読書 41 42 43 44 45 46 16:15 16:30

2 金 タイピング 51 52 53 54 16:15 16:30

3 土

4 日

5 月 読書 15 12 13 14 16:15 16:30

6 火 読書 21 22 23 24 25 26 16:15 16:30

7 水 タイピング 31 32 33 34 35 15:00 15:20 斜面・放課後数学

8 木 報告会 41 42 43 44 14:15 15:30 冬季保護者懇談会①

9 金 タイピング 51 52 53 54 14:15 15:30 冬季保護者懇談会②

生徒総会

新入生説明会


